
 

要領１の別添８ 

 

平成２９年４月１日国港総第５３４号 

平成３０年４月１日国港総第６３８号 

令和２年１０月２８日国港総第３７６号 

令和３年４月１日国港総第６５８号 

令和４年４月１日国港総第７５３号 

令和４年１２月２日国港総第４８４号 

令和６年４月１日国港総第７６６号 

令和７年４月１日国港総第７６３号 

 

 

港湾機能高度化事業費補助金交付要綱 

 

（通則） 

第１条 港湾機能高度化事業費補助金（以下「補助金」という。）の交付については、補

助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和 30年法律第 179号）、補助金等

に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和 30年政令第 255号）に定めるほ

か、この要綱の定めるところによる。 

 

（目的） 

第２条 この補助金は、観光立国推進基本計画（令和 5年 3月 31日閣議決定）に掲げる

令和 7年までの目標 「訪日クルーズ旅客 250万人」「外国クルーズ船の寄港回数 2,000

回」「外国クルーズ船が寄港する港湾数 100港」を達成するため、クルーズ旅客の利便

性や安全性の向上及び物流機能の効率化を図るために実施する事業を対象として補助金

の交付を行うことにより、クルーズ旅客の受入機能の高度化及び物流の効率化を促進す

ることを目的とする。 

 

（定義） 

第３条 この要綱において、港湾機能高度化事業（以下「補助事業」という。）は、クル

ーズ旅客の利便性や安全性の向上及び物流機能の確保を図るために実施される事業をい

う。なお、補助事業を国際クルーズ旅客受入機能高度化事業と呼称する。 

 

（補助対象事業等） 

第４条 国土交通大臣（以下「大臣」という。）は、補助事業に必要な経費のうち、補助

金交付の対象として大臣が認める経費（以下「補助対象経費」という。）について、予

算の範囲内において補助対象事業者に対し補助金を交付する。 

２ 補助対象事業者、補助対象経費の区分及び補助率は、別表に定めるものとする。 

 

（補助金交付申請） 

第５条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、速やかに補助金交付

申請書に、補助対象事業者が事前に策定した事業計画等を添付し、大臣に提出しなけれ

ばならない。 
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（交付決定及び通知） 

第６条 大臣は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、これを審査

し、適当と認めたときは、速やかに補助金の交付の決定を行い、交付決定通知書を補助

事業者に通知するものとする。 

 

（補助金の額の確定等） 

第７条 大臣は、補助事業の完了又は廃止に係る補助事業の成果の報告を受けた場合にお

いては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係

る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると

認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。 

２ 大臣は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を

超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。 

 

（補助金の概算払） 

第８条 大臣は必要があると認められるときは、補助金の全部又は一部について概算払す

ることができる。 

 

（取得財産の管理等） 

第９条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取得財

産等」という。）について、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもっ

て管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的運用を図るようにしなければならな

い。 

 

（取得財産の処分の制限） 

第１０条 補助事業者は、取得財産等を大臣の承認を受けないで、補助金の交付の目的に

反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 

 

（補助金の経理） 

第１１条 補助事業者は、補助事業についての収支簿を備え、他の経理と区分して補助事

業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。 

２ 補助事業者は、前項の支出額について、その支出内容を証する書類を整備して前項の

収支簿とともに補助事業の完了の日の属する年度の終了後５年間保存しなければならな

い。 

 

（その他） 

第１２条 補助金交付の申請の取り下げ、補助事業の中止又は廃止、状況報告の提出、実

績報告の提出、補助事業に係る残存物件の取扱等については、港湾関係補助金等交付規

則（昭和 36年６月 28日運輸省令第 36号）及び港湾関係補助金等交付規則実施要領

（昭和 43年 5月 8日港管第 814号）を準用するものとする。 
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(附則) 

この要綱は、平成 29年４月１日から適用する。 

(附則)（平成３０年４月１日国港総第６３８号改正） 

この要綱は、平成 30年４月１日から適用する。 

(附則)（令和２年１０月２８日国港総第３７６号改正） 

この要綱は、令和２年１０月２８日から適用する。 

（附則）（令和３年４月１日国港総第６５８号改正） 

この要綱は、令和３年４月１日から適用する。 

（附則）（令和４年４月１日国港総第７５３号改正） 

この要綱は、令和４年４月１日から適用する。 

（附則）（令和４年１２月２日国港総第４８４号改正） 

この要綱は、令和４年１２月２日から適用する。 

（附則）（令和６年４月１日国港総第７６６号改正） 

この要綱は、令和６年４月１日から適用する。 

（附則）（令和７年４月１日国港総第７６３号改正） 

この要綱は、令和７年４月１日から適用する。 
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別表１（第４条関係） 

 

補助対象事業者 補助対象経費の区分 補助率 

・地方公共団体

（港務局を含む。） 

・民間事業者 

クルーズ旅客の利便性や安全性の向上を図るための以下の経費 

 

①旅客上屋等ありの港湾 

旅客上屋等の改修や旅客上屋等にアクセスする屋根付き通路（照

明設備を含む）の整備に係る経費のうち本工事費、附帯工事費、

測量設計費、補償費 

・旅客上屋等の改修 

（待合設備、空調設備、便所設備、荷物搬送設備、電源設備、内

装の改修、旅客動線等の効率化、CIQスペースの確保）  

・屋根付き通路（照明設備を含む） 

※旅客上屋等とは旅客上屋又はその代替施設（貨物上屋） 

 

②旅客上屋等なしの港湾 

クルーズ船の寄港に必要な受入施設（仮設のものに限る）の整備

に係る経費のうち物品購入費 

・旅客待合所等（テント等） 

・便所設備 

・熱中症対策設備  

1/3 

以内 

（注） 

１．補助対象経費には、土地の取得に要する費用を除く。 

２．補助対象経費に係る消費税のうち、仕入控除を行う場合における仕入れ控除の対象とな

る消費税相当分については、確定した時点で減額するものとする。 

 


